






























































はじめに 

 青森県における母親教育の研究は、第 1年次は主として公衆衛生、教育関係領域を中心

に実施されている県内の現状を平面的に促えたのに対し、第 2年次は教育をうけている対

象の側から、妊娠出産に至る教育を、既婚者、未婚者別に、母親ならびに母の母、母と子

の縦の関係から把握した。 

 この二つの研究から、青森県の母親教育は男子への働らきかけや、思春期、青年期、結

婚者等への働らきかけに乏しいこと、しかも性の情報を得る年令は早くなっているにかか

わらず、思春期から成人への移行期に、未婚者、既婚者とも母親から教えられたものは少

く、また公衆衛生領域からの専門家の教育も、学校教育関係領域の教育も、母親として必

要なごく一部の範囲にとどまっていたことなどの実態が明かになった。 

 第 3 年次においては、未来にうけつがれていく生命を念頭においた心身の発達や、生涯

にわたる人間の成熟度に応じた公衆衛生領域の母親教育体系を標榜しながら、市町村にお

ける母親教育に焦点をおき、個別指導記録や住民組織指導者等の意見などからその実態を

把握しようとした。 

 調査対象市町村は、前 2回の研究の調査対象地となったもののうち、西津軽郡深浦町、

上北郡十和田湖町、六ヶ所村、下北郡脇野沢村、八戸市(4 地区)の 5市町村を対象とした。

これらの市町村で、保健婦の業務量測定を基礎に策定している市町村保健計画の重点事業

に、その第一位として母子保健をあげているのは、十和田湖町、六ヶ所村、八戸市であっ

たが、その他の 2町村でも三位までに母子保健がかかげられている。 

 調査は 3年次においても保健婦が担当した。主なる調査内容は次のとおりである。 

(1)市町村個別世帯票から要教育課題の把握 

(2)第 2 次調査の既婚者、未婚者調査票から母と子の記述部分の分類 

(3)市町村内地区組織リーダーの活動状況調査 

(4)市町村母親教育に対する管内保健医療専門家、専門機関の意見 


